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【受付期間】 

令和８年６月１日(月)～６月 30 日(火)必着 
 

 
 

問合せ先 

常陸太田市 市民生活部 環境政策課 0294-72-3111（代表） 

平日午前 8時 30分から午後 5時まで / 土日祝日を除く 
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合葬墓地とは、複数の方の遺骨を同じ場所に埋蔵する形式のお墓です。承継者（墓地を引き

継ぐ方）を必要とせず、遺骨を永代的に埋蔵するものです。 

 

墓地をお求めになる方々の多様化する価値観に合わせ、瑞竜霊園内に 2種類の合葬墓地を整

備しました。 

 

 
 

 

 
※写真は整備中のものです。 

 

納骨室（地上） 
 

収骨袋に入れた焼骨を 1体ずつ収蔵できる、ロッカ

ー式収納庫を備えた部屋です。402体分の焼骨が収蔵

できます。 

 

 

 

 

 

 

合祀
ご う し

室（地下） 
 

収骨袋に入れた焼骨を、他の方々の焼骨と一緒に安

置する部屋です。1,500体分の焼骨が安置できます。 

 

 

 

1． 合葬墓地とは 

2． 合葬墓地の種類 

納骨堂型合葬墓地 
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※完成予定イメージ 

 

周辺に樹木を植えた埋蔵エリア内に１区画ごとに穴を掘り、その中に収骨袋（焼骨を入れたも

の）を埋蔵します。１区画１体ずつで、512体分の焼骨が埋蔵できます。 

 

 

 
 

使用料は、1体あたりの金額です。使用許可を受けた後、一括でお支払いいただきます。 

年間管理料はかかりません。 

区分 
使用料 

（1体あたり） 

納骨堂型合葬墓地 

通常合葬 
納骨室に 20年間収蔵した後、地下

の合祀室に焼骨を移動する方法 
130,000円 

直接合葬 
納骨室への収蔵を経ずに、直接合

祀室に納骨する方法 
60,000円 

樹木型合葬墓地 150,000円 

※ 「申請者が市外在住者」であり、かつ「埋蔵しようとしている焼骨の方が、死亡時にお

いて本市に引き続き 1年以上住所を有していなかった」場合は、使用料が記載の 2倍と

なります。 

※ 常陸太田市営霊園の使用者は、使用料が減免となります。詳細は別途お知らせします。 

  

樹木型合葬墓地 

埋蔵エリア 

3． 納骨方法及び料金 
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申込資格 

使用許可を受けることができるのは、次のいずれかに該当する方です。 

⚫ 親族関係にあった者※の焼骨を持っていること 

⚫ （生前申込をする場合）申込締切日時点において、申込者自身が満 65歳以上であること 

 

※ 親族の範囲については、16ページをご確認ください。 

 

募集区分 

区分 募集枠 備考 

納骨堂型合葬墓地 

通常合葬 100体 1件の申請につき 2名まで 

直接合葬 制限なし  

樹木型合葬墓地 制限なし 1件の申請につき 2名まで 

 

その他 

納骨場所は指定できません。（納骨堂型合葬墓地における納骨室内の収蔵場所や、樹木型合葬

墓地における埋蔵区画） 

 
 

※ 常陸太田市営霊園の使用者は、申込方法が異なります。詳細は別途お知らせします。 

 

受付期間 

令和８年６月１日（月）～６月 30日（火）必着 

※平日午前８時 30分から午後５時まで・土日祝日を除く 

 

受付場所 

常陸太田市市民生活部環境政策課（市役所本庁２階） 

郵送の場合：〒313-8611 常陸太田市金井町 3690番地 環境政策課宛 

※６月１日のみ 大会議室（市役所本庁３階）にて受付（午前 9時受付開始） 

 

必要書類 

 合葬墓地（納骨堂型・樹木型）事前審査申込書 ······ １枚 

 返信用封筒（長形３号）★1 ························ １通（または２通★2） 

 〔生前申込の方は〕身分証明書★3 

 〔申請者が市外の方で、埋蔵しようとしている焼骨の方が 

 死亡時に市外に住んでいた場合〕戸籍の附票 ······· １通ずつ（該当人数分） 

★1 110円切手を貼付し、宛名面に申込者自身の住所氏名を記入 

★2 納骨堂型「通常合葬」へ申込む場合は、２通ご用意ください 

★3 生年月日が分かるものを、窓口でご提示ください。郵送の場合は身分証明書のコピー

を同封してください。 

  

4． 募集の内容 

5． 申込方法 
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納骨堂型合葬墓地「通常合葬」の使用許可については、（募集枠を超える申し込みがあった

場合に限り）抽選となります。公開抽選となりますが、会場へ来場されなくても、抽選結果に

影響はありません。 

 

日時 令和８年７月９日（木） 午後 2時～ 

 

会場 常陸太田市商工会 大会議室 

所在地：常陸太田市中城町 3210 

 

結果の通知 

抽選結果は、抽選後速やかに、申込者全員に通知するとともに、市ホームページにて

公表します。 

 

注意事項 

「申請者が市民である」かつ「埋蔵しようとしている焼骨の方が、死亡時において本

市に引き続き 1年以上住所を有していた」方を優先とします。申込資格を満たしていて

も、優先順位が低いと抽選の対象にならない場合がありますので、あらかじめご了承く

ださい。 

  

作成例（返信用封筒） 

３１３ ００１６ 

茨
城
県
常
陸
太
田
市
金
井
町
０
０
０
０ 

太
田 

太
郎 

様 

110円切手を 

貼ってください 

申込者の住所氏名 

を書いてください 

封筒サイズは長形３号。 

110円切手を貼ったものを

ご用意ください。 

6． 抽選について【納骨堂型「通常合葬」のみ】 
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7． 申込みから納骨までの流れ 

市 申込者 

納骨の予約 

申込区分により、納骨の方法が異なります。 

納骨堂型合葬墓地 ⇒ 6ページ 

樹木型合葬墓地  ⇒ 7ページ 

合葬墓地 

使用許可証交付 
納入確認後、随時  

書類確認・ 

納付書発送 

8月 3日(月) 

納入期限日：8月 24日 

 提出書類を確認し、確認が終わり

ましたら、使用料の納付書を発送

します。 

 納入期限日までに支払いをお願い

します。 

申請書類提出 7月 29日(水)まで  

抽選結果通知・ 

事前審査結果通知 

発送 

7月 15日(水)頃 

 申込者全員に抽選結果及び事前審

査結果を通知します。 

 合葬墓地への申請書様式も同封す

るので、必要書類を揃え、本申請

してください。 

公開抽選 7月 9日(木)午後 2時～ 

【会場】 

常陸太田市商工会 大会議室 

（常陸太田市中城町 3210） 

抽選番号 

通知発送 
7月 2日(木)頃 

 通常合葬への申込者全員に、 

抽選番号を通知 

申込受付 
令和 8年 

6月 1日(月)～6月 30日(火) 
 6月 30日(火)必着 
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納骨堂型合葬墓地への納骨 

【～３日前】 

納骨の予約 

納骨の際は、事前予約が必要です。 

納骨希望日の原則 3日前までに、市環境政策課（℡0294-72-3111） 

までお電話ください。 

【～前日】 

納骨の準備 

骨壺に入っている焼骨を、収骨袋に移してください。 

※収骨袋は、使用許可証交付と同時に市が配付いたします。 

※焼骨を収骨袋に移す作業は、市は行いません。 

【納骨日当日】 

故人様との 

お別れ 

予約した時間に下記①～③を持参の上、納骨堂型合葬墓地の参拝所へ

お越しください。 

① 焼骨（収骨袋に移したもの） 

② 合葬墓地使用許可証 

③ 火葬許可証 または 改葬許可証（焼骨を自宅保管していた方は 

  「火葬許可証」、焼骨を他の墳墓から移す方は「改葬許可証」） 

 

納骨を担当する者（市の委託業者）へ、①～③をお渡しください。 

※②および③は、氏名等を確認した後、ご返却いたします。 

※直接合葬の方は、ここで故人様と最後のお別れになります。 

【納骨日当日】 

納骨 

【通常合葬の場合】 

収骨袋を、納骨堂地上（納骨室）のロッカー式収納庫へ納めます。 

※納骨作業は、市の委託業者が行います。 

※立会いは１名までとします。（葬祭業者が同行される場合は、ご遺族 

１名と葬祭業者１名まで） 

【直接合葬の場合】 

収骨袋を、納骨堂地下の合祀室へおさめます。 

※納骨作業は、市の委託業者が行います。 

※立会いはできません。 

【納骨後】 

納骨の報告 

納骨が終わりましたら、②合葬墓地使用許可証と③火葬許可証（また

は改葬許可証）をお持ちのうえ、市環境政策課までお越しください。

（予約後であれば、納骨前でも構いません） 

収骨室の収蔵 

期間経過後 

焼骨の移動 

【通常合葬の場合】 

使用許可を受けてから 20年経過した後、収骨袋を地下の合祀室へ移し

ます。 

※焼骨の移動は、市の委託業者が行います。 

※立会いはできません。また、使用者等へ通知はいたしません。 
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樹木型合葬墓地への納骨 

【随時】 

納骨の予約 

納骨の際は、事前予約が必要です。 

納骨希望日（焼骨の引渡日）が決まりましたら、市環境政策課

（℡0294-72-3111）までお電話ください。 

【～前日】 

納骨の準備 

骨壺に入っている焼骨を、収骨袋に移してください。 

※収骨袋は、使用許可証交付と同時に市が配付いたします。 

※焼骨を収骨袋に移す作業は、市は行いません。 

【引渡日当日】 

故人様との 

お別れ 

予約した時間に下記①～③を持参の上、樹木型合葬墓地の参拝所へお

越しください。 

① 焼骨（収骨袋に移したもの） 

② 合葬墓地使用許可証 

③ 火葬許可証 または 改葬許可証（焼骨を自宅保管していた方は 

  「火葬許可証」、焼骨を他の墳墓から移す方は「改葬許可証」） 

 

納骨を担当する者（市の委託業者）へ、①～③をお渡しください。 

※②および③は、氏名等を確認した後、ご返却いたします。 

※ここで故人様と最後のお別れになります。この場で埋蔵作業は行い

ません。 

【引渡し後】 

納骨の報告 

引渡しが終わりましたら、②合葬墓地使用許可証と③火葬許可証（ま

たは改葬許可証）をお持ちのうえ、市環境政策課までお越しくださ

い。（予約後であれば、引渡し前でも構いません） 

【毎月】 

納骨 

お預かりした焼骨は、毎月 1～5日に埋蔵いたします。 

※納骨は、市の委託業者が行います。 

※立会いはできません。 

※埋蔵する日は、天候によって前後する場合があります。なお、埋蔵

日について使用者等へ通知はいたしません。 



8 
 

 

 

使用許可の取消しについて 

⚫ 虚偽の申請、市営霊園区画墓地との二重使用、使用権の譲渡・転貸、その他条例・規則に違

反したことが発覚したときは、使用許可を取り消す場合があります。 

納骨について 

⚫ 合葬墓地に納骨することができるのは、使用許可を受けた焼骨（分骨を除く）のみです。原

則、使用許可後に埋蔵者を追加することはできません。 

⚫ 納骨室への収蔵期間は、使用許可を受けた日から 20年です。（延長不可、収蔵してから 20

年ではありません）20年を経過したら、焼骨は合祀室へ移動します。 

⚫ 合葬墓地に納骨する際は、焼骨を収骨袋に移していただきます。収骨袋は市が用意いたしま

すが、焼骨の移し替えは行いません。 

⚫ 副葬品（位牌など）は入れられません。 

⚫ 納骨の際の立会いについては、納骨室へ焼骨を収蔵するときに限り、１名まで可能です。な

お、葬祭業者が同行される場合は、ご遺族１名と葬祭業者１名まで可能です。 

⚫ 合葬墓地に納骨した焼骨は、原則返還いたしません。 

納骨後のお参りについて 

⚫ 納骨堂内や、樹木型合葬墓地の埋蔵区画内でのお参りはできません。それぞれの墓地の前に

参拝所がありますので、そちらをご利用ください。 

⚫ お参りの際、ご持参いただいた供物等（花や塔婆等）はお持ち帰りください。 

⚫ 常陸太田市では、供養祭等の祭事は行いません。ご遺族の方が、参拝所において納骨式等を

行うことはできますが、ほかの参拝者にご迷惑がかからないようご配慮願います。 

生前申込について 

⚫ 本申請の際には、自己の死後に、その焼骨を合葬墓地に納骨する方を指定する必要がありま

す。 

 

合葬墓地に納骨したら、そのご遺骨は返還されません。 

申込みにあたっては、ご家族・ご親族の方と 

しっかり話し合いをしましょう。 

  

8． 注意事項 

先祖代々のお墓を守っていき

たいから、お墓を我が家の近く

に引っ越ししようかな 

遠方にいる子どもに負担をかけ

ないよう、私が生きている間に

墓じまいをしようかしら 
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9． アクセス（瑞竜霊園：常陸太田市瑞龍町 2711-1） 

瑞竜霊園 
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Ｑ．市で供養祭は行いますか？ 

Ａ．市では行いません。ただし、個人で行うことは可能ですので、参拝所をご利用ください。 

 

Ｑ．将来のために、自身の生前申込をしておきたい。また、現在使用している共同墓地を墓じ

まいするため、そこに納骨されている 3 体の遺骨の分も申し込みたい。このとき、どのよ

うに申し込めばよいでしょうか？ 

Ａ．申請者 1 人につき、納骨堂型合葬墓地【通常合葬】が 2 名まで、樹木型合葬墓地が 2 名ま

でとしており、その数を超える焼骨は、合祀室への埋蔵となります。どの区分に何名納骨

するかは、ご自身で選択してください。 

 

Ｑ．遺骨と一緒に副葬品も入れられますか？ 

Ａ．いずれの区分においても、副葬品は入れられません。 

 

Ｑ．遺骨のすぐそばでお参りすることはできますか？ 

Ａ．参拝所でのお参りのみになります。 

 

Ｑ．参拝所で線香をあげることはできますか？ 

Ａ．参拝所には、線香台、花立て、塔婆立てを備えておりますので、それぞれ所定の位置にお

供えください。ただし、お参りが済みましたら、お持ちいただいた花や塔婆は、お持ち帰

りください。また、参拝所で納骨式等を行うことはできますが、ほかの参拝者にご迷惑が

かからないようご配慮願います。 

 

Ｑ．いつでもお参りできますか？ 

Ａ．瑞竜霊園は常に開放しておりますので、いつでもお参りいただけます。 

  

10． Ｑ＆Ａ 
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申込書記入例 ········································· 12 
例 1 

焼骨３体分を通常合葬と直接合葬へ申し込む場合 

 

例 2 

自身と配偶者と焼骨３体分を直接合葬（生前申込含む）へ 

申し込む場合 

 

例 3 

自身と配偶者を通常合葬（生前申込）へ、 

焼骨３体分を直接合葬と樹木型へ申し込む場合 

 

例 4 

市外に住んでいた方の焼骨について、市外の方が申し込む場合 

 

親族の範囲 ··········································· 17 
  

11． 資料 



 

  

父 
✓ ✓ 

母 
✓ ✓ 

父の弟 
✓ 

✓ 

表面で記入した人数分の

情報を記入してください。 

太田 一郎 

太田 花子 

太田 二郎 

令和 8 6 1 

太田 太郎 

オオタ タロウ 

常陸太田市金井町 0000 

313-0000 

080-0000-0000 

2 

1 

✓ 

太田 太郎 本人 

「ア 納骨堂型（通常合葬）」を

選択した方のみ回答 

41 0 0  60 

生前申込が無ければ、64歳

以下でも申請できます 

【例１】 

焼骨３体分を通常合葬と直接合葬へ申し込む場合 

⇒申し込み後、通常合葬の２名分に対し、抽選が行われます 
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太田 一郎 父 
✓ ✓ 

太田 花子 母 
✓ ✓ 

太田 鶴子 妻 ✓ 
✓ 

表面で記入した人数分の

情報を記入してください。 

太田 太郎 本人 ✓ 
✓ 

太田 二郎 父の弟 
✓ 

✓ 

【例２】 

自身と配偶者と焼骨３体分を 

直接合葬（生前申込含む）へ申し込む場合 

⇒抽選は行いません。後ほど、事前審査結果をお送りします。 

令和 8 6 1 

太田 太郎 

オオタ タロウ 

常陸太田市金井町 0000 
313-0000 

080-0000-0000 

5 

回答しない 

31 0 0  70 

生前申込は、65歳以上

でないと申請できません 
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太田 一郎 父 
✓ ✓ 

太田 花子 母 
✓ ✓ 

太田 二郎 父の弟 
✓ 

✓ 

太田 太郎 本人 ✓ 
✓ 

表面で記入した人数分の

情報を記入してください。 

太田 鶴子 妻 ✓ 
✓ 

【例３】 

自身と配偶者を通常合葬（生前申込）へ、 

焼骨３体分を直接合葬と樹木型へ申し込む場合 

⇒申し込み後、通常合葬の２名分に対し、抽選が行われます 

令和 8 6 1 

太田 太郎 

オオタ タロウ 

常陸太田市金井町 0000 
313-0000 

080-0000-0000 

2 

１ 

✓ 

太田 太郎 本人 

「ア 納骨堂型（通常合葬）」を

選択した方のみ回答 

31 0 0  70 

生前申込は、65歳以上

でないと申請できません 

2 
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兄 
✓ 

✓ 

表面で記入した人数分の

情報を記入してください。 

太田 三郎 

令和 8 6 1 

太田 四郎 

オオタ シロウ 

日立市××町 0000 

311-0000 

090-0000-0000 

1 

✓ 「ア 納骨堂型（通常合葬）」を

選択した方のみ回答 

41 0 0  60 

生前申込が無ければ、64歳

以下でも申請できます 

【例４】 

市外に住んでいた方の焼骨について、市外の方が申し込む場合 

⇒申し込み後、通常合葬の１名分に対し、抽選が行われます 

⇒収蔵（埋蔵）予定者が、死亡時において本市に引き続き 1年

以上住所を有していなかった場合は、使用料が２倍となりま

す。 
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合葬墓地に収蔵（埋蔵）できる親族の範囲 

16
 


